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不法投棄未然防止事業協力及び離島対策事業協力の実施状況 

 

１．事業の概要 

（１）目的 

特定家庭用機器再商品化法（以下「家電リサイクル法」という。）附則第３条の規定に基

づく同法施行状況の検討等を行う産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会電

気・電子機器ワーキンググループ及び中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会家電リサイク

ル制度評価検討小委員会の合同会合が公表した「家電リサイクル制度の施行状況の評価・検

討に関する報告書」（平成２０年２月）において、「不法投棄対策未然防止について積極的

に取組む市町村に対し、メーカー等が資金面も含め協力する体制を構築することの必要性」

及び「離島における収集運搬の改善策として、一定の要件を満たしているものについて海上

輸送コスト等についてメーカー等が資金面を含めた協力を行うこと」の指摘があった。 

その指摘を受け、製造業者等から（財）家電製品協会（以下「協会」という。）に２つの

協力事業の取り組みを求める要請があり、協会は、本事業の中立的かつ公正な運用を図るた

め、第三者委員会を組織し、第三者委員会の決定した政策等の下で、本事業に取り組んでい

る。不法投棄未然防止事業協力と離島対策事業協力の実施期間は当初平成２１年度を初年度

とする３年間の予定であったが、当該実施期間は平成２６年度まで３年間延長された。 

 

（２）不法投棄未然防止事業協力の概要 

市町村、特別区又は廃棄物の収集を業務として扱う地方公共団体の組合（以下「市町村等」

という。）の区域の全部又は一部の地域において不法投棄される特定家庭用機器廃棄物（以

下「特定廃棄物」という。）の量を大幅に削減することを目的として、特定廃棄物の不法投

棄を未然に防止する事業及び不法投棄された特定廃棄物を回収し、製造業者等（当該廃棄物

に係る製造業者等が存しないとき、又は当該廃棄物に係る製造業者等を確知することができ

ないときは、指定法人）(以下「再商品化等実施者」という。)に引き渡す事業を実施する又

は実施しようとしている市町村等に対して、協会は、事業の実例等の紹介やその他必要な情

報の提供、事業の立案に対する助言、第三者委員会基本方針及び不法投棄未然防止事業協力

実施要項等に基づく助成金の交付を行う。 

 

（３）離島対策事業協力の概要 

離島地域において排出等される特定廃棄物を当該地域から指定引取場所（指定法人の引き

取る場所を含む。以下同じ。）まで輸送するために要する費用を削減することを目的として

行う次に掲げるいずれかの事業を実施する又は実施しようとしている当該地域に係る市町村

に対して、事業の実例等の紹介やその他必要な情報の提供、事業の立案に対する助言、第三

者委員会基本方針及び離島対策事業協力実施要項等に基づく助成金の交付を行う。 

（イ）離島地域（離島４法（離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島振興開発

特別措置法、沖縄振興特別措置法）対象の地域）において特定廃棄物を引き取った又は回

収した場所から指定引取場所までの特定廃棄物の輸送を別に定める効率的な方法により行

い、当該指定引取場所において特定廃棄物に係る再商品化等実施者に特定廃棄物を引き渡
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す事業（（ロ）の補助金交付事業の対象であるものを除く。）（以下「輸送事業」という。）。 

（ロ）輸送事業に係る海上輸送に要する費用の全部又は一部に相当する額の補助金を、当該海

上輸送を行う者（当該海上輸送を行う者が第三者に当該海上輸送を委託して行っていると

きは、当該委託をした者）に対して交付する事業。 

 

２．事業協力の実施状況 

（１）平成２３年度事業協力の状況 

１）公募期間 

平成２２年７月１日から９月３０日まで 

２）事業実施期間 

・不法投棄未然防止事業協力のうち防止事業：協会と市町村等が締結した覚書に記載され

た期間（平成２３年２月１日以降に始まり、平成２４年１月３１日以前に終わる連続し

た期間） 

・不法投棄未然防止事業協力のうち引渡事業：協会と市町村等が締結した覚書に記載され

た期間（上記防止事業の期間内の３か月以内の連続した期間） 

・離島対策事業協力：平成２３年２月１日から平成２４年１月３１日までの期間 

  ３）不法投棄未然防止事業協力及び離島対策事業協力の覚書締結市町村数 

（平成２３年１２月８日現在） 

平成２３年度 不法投棄未然防止事業協力 

市町数 

離島対策事業協力 

市町村数 

覚書締結数 ４１ １５ 

＊ 不法投棄未然防止事業協力覚書締結市町 

・北海道 札幌市  ・北海道 砂川市   ・北海道 北斗市  ・岩手県矢巾町  

・秋田県 三種町  ・茨城県 水戸市   ・埼玉県 飯能市  ・千葉県千葉市 

・千葉県 佐倉市  ・東京都 あきる野市 ・神奈川県 横浜市 ・神奈川県 川崎市 

・神奈川県藤沢市  ・神奈川県 愛川町  ・福井県 敦賀市  ・長野県 須坂市  

・岐阜県 岐阜市  ・愛知県 名古屋市  ・愛知県 瀬戸市  ・愛知県 小牧市  

・愛知県 岩倉市   ・愛知県 日進市   ・愛知県 東郷町  ・三重県 四日市市  

・滋賀県彦根市   ・滋賀県 野洲市   ・京都府 舞鶴市  ・京都府 亀岡市  

・大阪府 島本町   ・兵庫県 宝塚市   ・奈良県 生駒市  ・和歌山県 和歌山市  

・愛媛県 松山市   ・福岡県 北九州市  ・福岡県 福岡市  ・福岡県 直方市  

・福岡県 芦屋町   ・福岡県 水巻町   ・福岡県 遠賀町  ・福岡県 みやこ町  

・沖縄県糸満市 

＊ 離島対策事業協力覚書締結市町村 

・北海道 奥尻町   ・東京都 大島町   ・東京都 利島村     ・東京都 八丈町 

・東京都 小笠原村  ・鹿児島県 西之表市 ・鹿児島県 薩摩川内市・鹿児島県 奄美市 

・鹿児島県 屋久島町 ・鹿児島県 瀬戸内町 ・鹿児島県 喜界町    ・鹿児島県 徳之島町 

・鹿児島県 和泊町  ・鹿児島県 与論町  ・沖縄県 宮古島市 
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４）事業規模 

①不法投棄対策未然防止事業協力 

防止費目に係る上限額、撤去等上限額及び料金上限額の合計１５９百万円 

＊ 助成率：防止事業５０％ 

引渡事業（撤去等費用及び家電リサイクル料金）１００％ 

②離島対策事業協力は、助成単価のみが設定され、上限額は設定されていない。 

（ただし、協力年度の予算として配分された額を上回る見込みとなった場合についての繰

越要請規定がある。） 

４品目それぞれの助成単価及び輸送計画台数総計は、次の通り。 

＊ 平成２３年度助成単価：エアコン        ２１０円～１，８４０円 

ブラウン管式テレビ   ２１０円～３，２５０円 

液晶・プラズマ式テレビ ２１０円～３，２５０円 

冷蔵庫・冷凍庫     ２１０円～３，６４０円 

洗濯機・衣類乾燥機   ２１０円～２，０２０円 

＊ 市町村から提出された平成２３年度輸送計画台数の総計２７，３３６台 

 

（２）平成２４年度事業協力の状況 

１）公募期間 

平成２３年７月１日から９月３０日まで 

２）事業実施期間 

・不法投棄未然防止事業協力のうち防止事業：協会と市町村等が締結した覚書に記載され

た期間（平成２４年２月１日以降に始まり、平成２５年１月３１日以前に終わる連続し

た期間） 

・不法投棄未然防止事業協力のうち引渡事業：協会と市町村等が締結した覚書に記載され

た期間（上記防止事業の期間内の３か月以内の連続した期間） 

・離島対策事業協力：平成２４年２月１日から平成２５年１月３１日までの期間 

３）不法投棄未然防止事業協力及び離島対策事業協力の覚書締結市町村数 

（平成２３年１２月８日現在） 

平成２４年度 不法投棄未然防止事業協力 

市町村数 

離島対策事業協力 

市町村数 

覚書締結数 ４５ １５ 

＊ 不法投棄未然防止事業協力覚書締結市町村 

・北海道 札幌市  ・北海道 旭川市   ・北海道 釧路町  ・秋田県 三種町 

・埼玉県 飯能市  ・埼玉県 草加市   ・千葉県 千葉市  ・千葉県 佐倉市 

・東京都 八王子市 ・東京都 あきる野市 ・神奈川県 横浜市 ・神奈川県 川崎市 

・神奈川県 藤沢市 ・神奈川県 綾瀬市  ・神奈川県 愛川町 ・長野県 須坂市 

・岐阜県 岐阜市  ・愛知県 名古屋市  ・愛知県 小牧市  ・愛知県 岩倉市 

・愛知県 日進市  ・愛知県 東郷町   ・三重県 名張市  ・滋賀県 彦根市 

・滋賀県 野洲市  ・京都府 舞鶴市   ・京都府 亀岡市  ・大阪府 島本町 
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・奈良県 生駒市  ・奈良県 川上村  ・和歌山県 和歌山市 ・鳥取県 鳥取市 

・島根県 安来市  ・愛媛県 松山市  ・愛媛県 鬼北町   ・愛媛県 愛南町 

・福岡県 北九州市 ・福岡県 福岡市  ・福岡県 中間市   ・福岡県 芦屋町  

・福岡県 水巻町  ・福岡県 岡垣町  ・福岡県 遠賀町   ・長崎県 島原市  

・沖縄県 糸満市  

＊ 離島対策事業協力覚書締結市町村 

・北海道 奥尻町  ・東京都 大島町   ・東京都 利島村   ・東京都 神津島村 

・東京都 御蔵島村 ・東京都 八丈町   ・東京都 小笠原村  ・鹿児島県 薩摩川内市 

・鹿児島県 奄美市 ・鹿児島県 屋久島町 ・鹿児島県 瀬戸内町 ・鹿児島県 与論町 

・鹿児島県 知名町 ・沖縄県 宮古島市  ・沖縄県 多良間村 

４）事業規模 

①不法投棄対策未然防止事業協力 

防止費目に係る上限額、撤去等上限額及び料金上限額の合計１６３百万円 

＊ 助成率：防止事業５０％ 

引渡事業（撤去等及び家電リサイクル料金）１００％ 

②離島対策事業協力は、助成単価のみが設定され、上限額は設定されていない。 

（ただし、協力年度の予算として配分された額を上回る見込みとなった場合につい 

て繰越要請規定がある。） 

４品目それぞれの助成単価と輸送計画台数の総計は次の通り。 

＊ 平成２４年度助成単価：エアコン            １４０円～１，９５０円 

ブラウン管式テレビ   １４０円～３，２５０円 

液晶・プラズマ式テレビ １４０円～３，２５０円 

冷蔵庫・冷凍庫     １４０円～３，６４０円 

洗濯機・衣類乾燥機   １４０円～１，９５０円 

＊ 市町村から提出された平成２４年度輸送計画台数の総計２５，７３８台 

 

３．自治体の意見などを受け、本年度、工夫を図った点等 

（１）平成２４年度公募にあたり、市町村の事務負担の軽減を図るために下記の対応を行った。 

１）要項等の規定類について、現実の運用に則した内容への記述の修正や文言の統一等、改

正を行い、ホームページに掲載した。 

２）記載しやすいように応募申請書の様式を一部修正するとともに、応募申請書記載に際し

てのポイント等を解説した応募申請書の記載ガイドラインを改定して、ホームページに掲

載した。 

（２）平成２４年度公募に先立ち、全国市長会・全国町村会・全国都市清掃会議・日本離 

島センター・日本自治団体労働組合に公募の周知依頼文書を事業協力室より送付した。 

 

以上 


